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第１章 大綱策定の趣旨と推進体制 

第１節 大綱策定の背景と趣旨 

 
本市の行政改革の取組は、まず昭和５２年に全庁的に行政事務の総点検を行い、 
３６８項目の事務・事業を見直しています。また、昭和６０年１月の国の「地方公共

団体における行政改革推進の方針の策定について」を受けて、昭和６０年８月に天童

市行政改革大綱を策定するとともに、その後も平成８年３月に、平成８年度から平成 
１２年度までの５か年を実施期間とする天童市行政改革大綱を策定し、それぞれ改革

を実施しています。 
平成１３年２月に策定した天童市行財政改革大綱では、平成１３年度から平成１５

年度までの３か年を実施期間として、５６項目にわたる改革に取り組み、さらに、平

成１８年２月には天童市行財政改革大綱（集中改革プラン）を策定し、１３の分野に

おいて９６項目の具体的な施策を掲げて行財政改革に取り組んできました。 
これらの取組により、定員管理や給与の適正化、事務・事業や組織体制の見直し、

事務・事業の民間委託、透明性の向上と公正な事務を確保するための情報公開条例、

行政手続条例、個人情報保護条例等の制定、行政評価の取組、電子自治体の推進、指

定管理者制度の導入等が着実に進展しています。 
しかしながら、地域経済の厳しい状況等を背景に、行財政運営に対する市民の認識

は厳しく、不断に行政改革に取り組み、その体制を刷新していくことが求められてい

ます。 
また、少子化による人口減少時代が到来し、国・地方を通じた厳しい財政状況の中

で、今後は、住民の負担と選択に基づき、本市にふさわしい公共サービスを提供する

分権型社会システムに転換していく必要があります。 
地域づくり委員会やＮＰＯ活動等の活発化などにより、地域の振興や公共的サービ

スの提供は住民自らが担うという認識も市民に広がりつつあります。これまで行政が

主として提供してきた公共サービスについても、今後は地域において住民団体を始め

ＮＰＯや企業等の多様な主体が提供する多元的な仕組みを整えていく必要があり、行

政が担う役割を重点化していくことが求められています。 
これらの状況を改めて認識のうえ、より一層積極的な行財政改革の取組についてス

ピード感をもって推進するため、第六次天童市行財政改革大綱を策定するものです。 
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第４節 大綱の実施期間 

第２節 大綱の基本方針と目標 

第３節 大綱の位置付け 

 
この大綱は、本市の行財政運営を取り巻く厳しい環境を踏まえつつ、第六次天童市

総合計画の実現に向けて、社会経済情勢の変化に対応しうる柔軟かつ積極的な行政運

営を可能とする経営体制の構築を基本方針とし、これまでの改革を生かしながら、次

に掲げる３つの項目を目標とします。 
 
■ 第六次天童市総合計画の実現と市民サービスの向上 
■ スクラップ・アンド・ビルドの視点に立った行政運営とコスト削減 
■ 最少の経費で最大の効果を発揮するための行政組織と事務・事業の最適化 

 

 
この大綱は、「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針の策定につ

いて」（平成１７年３月２９日付け、総行整第１１号、総務事務次官通知）の趣旨を踏

まえ、分権型社会に対応した本市にふさわしい行財政改革の基本施策や具体的施策を

定めるものです。 
また、第六次天童市総合計画を始めとする本市の各種行政計画及び各部門の改革プ

ランと整合性を保ちながら、連携・補完し、効果的な行財政改革の推進を図ります。 

 
この大綱は、前期実施期間を平成２１年度及び平成２２年度と、後期実施期間を平

成２３年度及び平成２４年度とし、それぞれ２か年の実施期間をもってスピード感の

ある行財政改革の推進を図ります。 
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この大綱の推進に当たっては、市の各担当課等が自ら主体的に具体的施策の実施に

向けた取組を進め、天童市行財政改革推進本部員がその所掌する部署の進行管理を行

います。天童市行財政改革推進本部は、大綱全体の進行状況を評価し、必要に応じて

適切な見直しを行います。なお、この大綱の実施に関する説明責任を確保するため、

その内容や進捗状況について、市報や市のホームページで公表します。 
また、進捗状況の評価及び見直しに関しては、パブリック・コメントの募集や市民

懇話会において広く市民から自由・活発な意見、提案等をいただくことで、この大綱

に掲げる具体的施策の推進及び見直しを図ります。 
 
天童市行財政改革推進本部 

 
(1) 本 部 長 市長 
(2) 副本部長 副市長、教育長 
(3) 本 部 員 総務部長、健康福祉部長、市民部長、経済部長、建設部長、病院事

務局長、消防長、教育次長、議会事務局長 
 (4) 事務局長 総務部総務課長 
 (5) 事務局次長 総務部財政課長、市長公室長 
 (6) 事務局 総務部総務課 
 

第５節 大綱の推進体制 
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■ 第六次天童市総合計画の実現と市民サービスの向上 
■ スクラップ・アンド・ビルドの視点に立った行政運営とコスト削減 
■ 最少の経費で最大の効果を発揮するための行政組織と事務・事業の最適化 

 

大綱の目標 

 

１ 少子化による人口減少時代への対応 

２ 分権型社会における公共サービスの見直し 

３ 行政が担う役割の重点化 

４ 行財政改革の取組のスピード化 

５ 不断の行政改革の取組と体制の刷新 

 

 

大綱策定の 

背景と趣旨 

天童市行財政改革推進本部 

本部長 市長  
副本部長 副市長、教育長 
行財政改革大綱の策定及び実施 
行財政改革に係る重要事項の協議 

第六次天童市行財政改革大綱の策定と推進体制 

行財政改革取組状況や 

見直し案を公表 

行財政改革大綱の策定 

 

・行財政改革大綱の進行管理 

・社会経済情勢や市民ニーズに対応した機

動的な見直し 

市民意見の反映 

パブリック・コメントや市民懇話会

により、広く市民から自由・活発な意

見、提案等をいただき、行財政改革の

取組の推進、見直しに反映 
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第２章 大綱の基本施策 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

第１節 分権型社会に対応する行政運営の推進 

 

１ 組織体制の見直しと定員管理の適正化 

 

政策、施策、事務・事業のまとまりを考慮し、事務を効率的に運営できる組織に

再編し、住民ニーズへの迅速な対応やスピーディーな意思決定を行うとともに、職

員の責任と権限が明確化され、意思形成過程が簡素化された組織体制とします。 
また、行政需要に的確に対応するため、職員の定員管理の適正化に努めるととも

に、地方公営企業の職員定数については、市長部局から分離して新たに設定します。 

 

２ 事務・事業の見直し 

 
  行政需要に対する的確な対応、住民サービスの向上、行政運営のコスト削減と効

率化の観点から事務・事業を見直すとともに、受益と負担の公平の確保を図ります。 

 

３ 人事評価システムの導入 

 

分権型社会の担い手にふさわしい人材を育成することが重要な課題であり、人材

育成の観点に立った人事管理や、能力・実績を重視した人事評価システムを試行・

導入します。 

 
民間企業の受託提案や他の自治体の状況などを参考にしながら、組織の規模を踏ま

え、行政運営コストの削減や事務・事業の効率化等の効果を見極めた委託を行います。

その際、企画部門と実施部門の分離や委託実施期間の複数年度化などの様々な手法の

活用を図ります。なお、委託に当たっては、対象事業、選定基準、契約条項などの透

明性を確保するとともに、個人情報の保護や守秘義務の確保に十分留意し、委託した

事務・事業について行政としての責任を果たし得るよう適切に評価・管理を行います。 

第２節 民間委託の推進 
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第３節 持続可能な財政基盤の確立 

 
使用料、利用料、手数料その他の収入について、受益者負担の適正化や徴収率の向

上等に努め、自主財源の確保に努めます。また、各種補助金については、行政として

対応すべき必要性、費用対効果、経費負担の在り方等について検証し、整理します。 

第４節 地方公営企業の経営健全化 

 
より一層計画性や透明性が高く、安定した企業経営を推進するため、下水道事業へ

の地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）の適用に取り組みます。 
本市の公営企業の情報開示に当たっては、経営状況の分析、評価及び具体的取組に

ついて広く市民にお知らせするとともに、人件費、料金水準等について他の自治体の

公営企業と比較するなど、住民が理解・評価しやすいように工夫します。 
また、地方公営企業の職員定数を市長部局から分離して新たに設定するとともに、

組織体制や事務・事業の見直し、民間委託等により、定員管理の適正化に努めます。 

第５節 第３セクターの経営改革 

 
地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号。以下「財政

健全化法」という。）の施行に伴い、累積債務等により経営が著しく悪化した第三セク

ターについては、その存廃も含めた改革に関し、外部専門家等で構成される経営検討

委員会を設置して評価検討を行いました。 
この経営検討委員会による検討の結果を受けて、抜本的な経営改善策の実施に向け

た市の改革プランに基づき、経営の見直しを行います。 
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第３章 前期実施期間（平成 21～22年度）の取組状況 
 
 この大綱の前期実施期間（平成２１年度～平成２２年度）においては、「第六次天童市

総合計画の実現と市民サービスの向上」、「スクラップ・アンド・ビルドの視点に立った

行政運営とコスト削減」、「最少の経費で最大の効果を発揮するための行政組織と事務事

業の最適化」の３つの目標に向け、基本施策の５項目の実現につながる２０項目の具体

的施策について、２か年の実施期間の中で改革推進を図りました。 
 それぞれの具体的施策の取組状況は、次のとおりです。 
 
第１ 分権型社会に対応する行政運営の推進 
１ 組織体制の見直しと定員管理の適正化 

  (1) 観光物産課と商工振興課の統合（実施年度：平成２２年度） 

進行状況 取組結果及び実施効果 

実施済 

統合に向けた準備作業を行い、平成２２年度から商工観光課に

統合した。 

【実施効果】関係課等も含めた事務の整理により管理職１名分の

組織のスリム化が図られた。 

 (2) 下水道事業への地方公営企業法の適用及び下水道課と水道事業所の統合 

（実施年度：平成２２年度） 

進行状況 平成２１年度取組状況 平成２２年度取組状況 

進行中 

先進地の事例を収集し統合の

在り方について検討するととも

に、事務所設置案について検討

を行った。 

 将来の管理業務に支障の生じ

ないように資産調査・評価、移

行事務手続、システム構築等を

誤りなく進める必要があること

から、当初の平成２３年４月１

日地方公営企業法適用を平成

２４年４月１日適用に変更して

準備作業を進めた。 

 (3) 農業委員会事務局の組織の見直し（実施年度：平成２２年度） 

進行状況 取組結果及び実施効果 

実施済 

農業委員会事務局長と農林課長の兼務体制の検討を進め、平成

２２年度から併任とした。 

【実施効果】課長（局長）併任により、管理職１名分の組織のス

リム化が図られた。 
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 (4) 学校技能士の配置の見直し（実施年度：平成２１・２２年度） 

進行状況 平成２１年度取組状況 平成２２年度取組状況 

進行中 

 大規模校については業務の実態から２人体制は必要であるが、

現在の正規職員２人のうち１人を嘱託職員とすることについて、

今後の市全体の技能士配置状況を精査する中で実施する。 

 (5) 田麦野公民館と高原の里交流施設の職員体制の見直し 

（実施年度：平成２２年度） 

進行状況 取組結果及び実施効果 

実施済 

両施設の職員について、市職員から嘱託及び臨時(パート)職員

へ変更する方向で総務課と協議し、平成２２年度から嘱託職員に

見直した。 

【実施効果】市全体で職員の効果的な配置転換が図られた。 

 (6) 監査機能の充実（実施年度：平成２１年度） 

進行状況 平成２１年度取組状況 平成２２年度取組状況 

進行中 

 監査委員からの情報発信とし

て、市ホームページ上で実施計

画、定例監査の結果等を公表し

た。 

 全庁的な人員配置の課題もあ

るが、事務局体制の充実につい

て引き続き協議することとし

た。 

２ 民間委託の推進 

(1) 児童館の機能等の見直し（実施年度：平成２２年度） 

進行状況 平成２１年度取組状況 平成２２年度取組状況 

進行中 

 児童館の保育サービスの見直

しの一環として、入所要件であ

る地域外児童の受け入れを検討

し、平成２２年４月入館児から

実施することとした。 

 児童館の在り方について、利

用者アンケートを実施したとこ

ろ、現状維持の回答が多数であ

ったが、今後とも保育ニーズの

動向を適切に把握する必要があ

る。 

 (2) 小中学校予算執行事務の見直し（実施年度：平成２２年度） 

進行状況 取組結果及び実施効果 

実施済 

 平成２１年度に学校配当予算の各学校での事務執行について

調整を進め、庁内ＬＡＮ回線の整備、機器の配置、実務研修を経

て平成２２年７月から実施した。 

【実施効果】会計処理及び支払の迅速化につながっている。 
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３ 人事評価システムの導入（実施年度：平成２２年度） 

 進行状況 平成２１年度取組状況 平成２２年度取組状況 

進行中 

 能力、実績に基づく人事管理

の推進、適材適所の人事配置、

職員の意識改革と能力開発、組

織の活性化等を向上させ、市の

組織の公務能率の促進を図る人

事評価制度案を作成した。 

 平成２２年度は管理職を対象

に試行し、平成２３年度からは

一般職員も含めて試行すること

とした。 

 

第２ 民間委託の推進 

 １ 指定管理者制度の見直し 

 (1) 指定管理者制度に関する運用基準の策定と見直し（実施年度：平成２１年度） 

進行状況 取組結果及び実施効果 

実施済 

 運用基準及び事務処理要領を策定し、運用基準は平成２１年８

月から、事務処理要綱は平成２２年３月からそれぞれ施行した。 

【実施効果】指定管理の公の施設の所管課における適切な事務処

理が実施され、民間の経営ノウハウを生かした施設管理により、

各施設の市民サービスの向上が図られている。 

 (2) 指定管理者制度に関する評価と協定等の見直し(実施年度：平成 21・22年度) 

進行状況 取組結果及び実施効果 

実施済 

導入施設の評価を実施し、評価結果に基づく見直しを行い、「ふ

れあい荘等への利用料金制度の導入」、「森林ふれあい広場の市直

営化」、「市民文化会館の利用料金の減免基準の見直し」及び「市

民プラザの指定管理料の見直し」を実施した。 

【実施効果】上記の取組により、見直し実施初年度（平成２２年

度）において、１１，２１２千円の指定管理料の削減となった。 

 ２ 納税に関する納付案内の民間委託（実施年度：平成２１年度） 

進行状況 取組結果及び実施効果 

実施済 

 電話納付案内業務委託を平成２１年１０月から実施し、現年度

分の市税、国民健康保険税、税外収入について休日や夜間を中心

とした電話による納付案内を行った。 

【実施効果】これにより未納額の累積を未然に防止するととも

に、納税課職員は高額滞納案件及び滞納処分等に専念できるよう

になった。その結果、経済状況が低迷する中、現年度課税分の一

般市税に係る収納率は実施前年度を上回った。 

（平成２０年度９７．２０％→平成２１年度９７．４５％） 
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 ３ 保育園・児童館への民間活力の導入（実施年度：平成２２年度） 

進行状況 平成２１年度取組状況 平成２２年度取組状況 

進行中 

保育園・児童館への民間活力

の導入については、新わらべプ

ラン策定の中で調査研究を進

め、計画に位置付けた。 

 子育て環境の変化に伴う市全

体の保育ニーズの動向を見据え

ながら見直しを進めることとし

た。 

 ４ 水道業務の民間委託（実施年度：平成２２年度） 

進行状況 取組結果及び実施効果 

実施済 

給水装置工事の申込・審査・完了検査の業務の民間委託を検討

し、平成２２年度から実施した。 

【実施効果】実施初年度（平成２２年度）において２，７６１千

円の財政効果額となった。 

 

第３ 持続可能な財政基盤の確立 

１ 使用料及び利用料の見直し（実施年度：平成２１・２２年度） 

進行状況 平成２１年度取組状況 平成２２年度取組状況 

進行中 

使用料及び利用料の見直しに

ついて、減額・免除の統一基準

として｢天童市公共施設の使用

料等の審査基準に関する要綱｣

を策定し、平成２２年度使用分

から適用することとした。 

 使用料及び利用料に関する受

益者負担、算定方法、見直し時

期等に関する基準を検討するこ

ととした。(財政課) 

 下水道使用料は３年毎に見直

すこととし、平成２２年度に資

料収集、検討及び条例改正を行

い、平成２３年７月からの料金

改定を決定した。(下水道課) 

２ 補助金の見直し（実施年度：平成２１・２２年度） 

進行状況 平成２１年度取組状況 平成２２年度取組状況 

進行中 

補助金調書の提出を各課に求

め、繰越金が補助額を上回って

いる団体に対する適切な指導を

所管課に要請した。 

 補助金の定義の明確化、見直

し時期の明示等、補助金の在り

方に関する基本方針を策定し

た。 
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第４ 地方公営企業の経営健全化 

 １ 天童市民病院への地方公営企業法の全部適用（実施年度：平成２２年度） 

進行状況 取組結果及び実施効果 

実施済 

平成２２年４月１日から地方公営企業法を全部適用した。 

【実施効果】経営改革プランの実現に向けて、客観的な経営分析

に基づき、経営改善に向けた具体的取組が進められている。 

２ 天童市水道ビジョンの策定（実施年度：平成２１年度） 

 進行状況 取組結果及び実施効果 

実施済 

水道事業の現状と将来像及び健全経営を確立するための中期

経営計画を含め、水道ビジョンを作成し、将来の施設保守、更新

計画などの具体的方向性を明らかにした。 

【実施効果】中長期的な水道水需要の動向に対応した、効率的な

施設管理の方向性を踏まえた取組みにより、市民に対する水道水

の安定供給の確保と健全経営の両立が図られる。 

第５ 第３セクターの経営改革 

 １ 財団法人天童市牧野公社の経営の見直しと解散（実施年度：平成２１・２２年度） 

進行状況 平成２１年度取組状況 平成２２年度取組状況 

進行中 

(財)天童市牧野公社作業部会

を６回開催し、天童高原の施設

管理プラン及び解散までのスケ

ジュールについて検討した。ま

た、田麦野地区住民説明会を開

催して、解散についての理解を

求めるとともに意見を聴いた。 

 (財)天童市牧野公社作業部会

において天童高原の施設管理プ

ラン及び解散までのスケジュー

ルについて検討し、平成２３年

度をもっての解散に向けた協議

及び手続を進めた。 

２ 株式会社スポーツクラブ天童の経営改革（実施年度：平成２１年度） 

進行状況 平成２１年度取組状況 平成２２年度取組状況 

進行中 

経営検討委員会を設置し、４

回の会議を開催、調査、検討を

行い、経営改革に関する報告書

を作成した。 

 報告書に基づき改革プランの

策定に向け協議・検討を行った。 

  

   これらの取組の結果、大綱に掲げる２０の具体的施策の内、１０施策については実

施済、他の１０施策については、実施に向けて進行中となっています。 
   取組結果において進行中となっている具体的施策は、この大綱の後期実施期間に引

き継いで推進を図るとともに、スピード感をもって実施すべき具体的施策を加えて、

後期実施期間（平成２３年度～平成２４年度）の具体的施策とします。 
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第４章 後期実施期間（平成 23～24年度）の具体的施策 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

第１節 分権型社会に対応する行政運営の推進 

 

１ 組織体制の見直しと定員管理の適正化 

 

 (1) 下水道課と水道事業所の統合（平成２４年度） 

   下水道事業について、平成２４年４月１日から地方公営企業法を適用するのに

あわせて、建設部下水道課と水道事業所を統合し、更なる事業の効率化を図りま

す。また、当該地方公営企業の職員定数を市長部局から分離して新たに設定し、

定員管理の適正化に努めます。 
 
 (2) 市民部の分割による健康福祉部の新設（平成２３年度） 

   介護保険制度の導入、子育て支援施策の充実、各種公の施設の設置等により市

民部門に関する事務事業の行政需要が増大していることから、市民部を健康福祉

部と市民部とに分割し、スピーディーな意思決定により市民ニーズへの迅速な対

応を図るための効率的な組織体制に改めます。 
 
 (3) 産業立地室の設置（平成２３年度） 

   荒谷西工業団地整備事業に係る工事完了に伴う工業団地整備室の廃止とあわせ

て、本市への更なる産業立地の促進を総合的に実施する部署として、経済部に産

業立地室を設置します。 

施 策 の 展 開 

 

１ 分権型社会に対応する行政運営の推進 

２ 民間委託の推進 

３ 持続可能な財政基盤の確立 

４ 地方公営企業の経営健全化 

５ 第３セクターの経営改革 

 

 

基 本 施 策 
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(4) 学校技能士の配置の見直し（平成２３・２４年度） 

現在２人体制である大規模学校の技能士については、市全体の技能士の配置を

考慮しながら、技能士２人のうち１人を計画的に嘱託職員とします。 
 
(5) 監査機能の充実（平成２３・２４年度）  

随時監査、行政監査等に対応し得る監査機能の強化を図るための充実策につい

て総合的な検討を行います。 

 

２ 事務・事業の見直し 

 

 (1) 児童館機能等の見直し（平成２３・２４年度） 

   市児童館については、保育ニーズの動向を見据えながら、児童館の機能、保育

時間、保育日数、使用料等の見直しを進めます。 

 

 (2) 投票所配置の見直し（平成２４年度） 

   本市の公職選挙における投票所は５３か所で、県内各市の行政区域面積、人口

等の比較において多く設置されている状況にあります。選挙事務の効率化と経費

の節減を図るために、将来的な市全体の投票区投票所の在り方を検討し、計画的

な統合等に着手します。 

 

 

３ 人事評価システムの導入（平成２３年度） 

 

分権型社会の担い手にふさわしい人材を育成する観点に立ち、人事管理並びに能

力及び実績を重視した評価システムとして策定した天童市人事評価実施要領に基づ

き、平成２２年度の管理職対象の試行を経て、平成２３年度から一般職員を含めて

試行します。 

施 策 の 展 開 

第１節 分権型社会に対応する行政運営の推進（続き） 
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第３節 持続可能な財政基盤の確立 

 

１ 使用料及び利用料の見直し方針の策定及び調整（平成２３・２４年度） 

使用料及び利用料に関する受益者負担、算定方法、見直し時期等に関する方針を

平成２３年度中に策定し、運用に向けた調整を進めます。 
 
２ 補助金の在り方に関する基本方針の運用（平成２３・２４年度） 

補助金の定義の明確化、見直し時期の明示等に関して平成２２年度に策定した補

助金の在り方に関する基本方針を平成２３年度から適用します。 

 

施 策 の 展 開 

第４節 地方公営企業の経営健全化 

 

１ 下水道事業への地方公営企業法の適用（平成２４年度） 

下水道事業に対して、公営企業会計方式を導入し、経営状況や財政状態を明確に

して、中長期的な経営の安定化を図るため、平成２４年４月１日から地方公営企業

法を適用します。 
 
２ 天童市民病院改革プランの推進（平成２３・２４年度） 

  平成２２年度から地方公営企業法の全部適用となった天童市民病院について、企

業の経済性を発揮させつつ市民福祉の向上を図るため、天童市民病院改革プランの

推進に努めます。 
 

施 策 の 展 開 

 

保育園・児童館への民間活力の導入（平成２３・２４年度） 

 

  子育て環境の変化などによる市全体の保育ニーズの動向を踏まえ、地域の実情に

応じた保育サービスを提供するために定員増や再編等を含めた整備を実施するに当

たっては、民間活力の導入を検討します。 
 

第２節 民間委託の推進 

施 策 の 展 開 
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第５節 第３セクターの経営改革 

 
 

１ 財団法人天童市牧野公社の解散（平成２３年度） 

 

財政健全化法による地方自治体の将来負担比率算定において、ＢランクからＥラ

ンクまでに該当する第三セクターは、経営検討委員会を設置し、その改革案を策定

することとされています。財団法人天童市牧野公社（以下「牧野公社」という。）は、

最低ランクであるＥランクに該当するため、牧野公社の負債は、本市の実質負担債

務となります。 
市は、平成２０年度に財団法人天童市牧野公社経営検討委員会を設置し、牧野公

社の事業に係る需要動向、経営収支、組織存続等の見通しについて検討を行った結

果、牧野公社の経営の継続は困難であり、牧野公社は解散が妥当であるとの報告を

受けました。 
このため、平成２２年度から解散に向けた協議、手続等を進めるとともに、牧野

公社が管理している公の施設等の管理運営の在り方を天童高原の施設管理等プラン

として策定したうえで、平成２３年度をもって牧野公社を解散します。 
 

２ 株式会社スポーツクラブ天童の経営改革（平成２３・２４年度） 

 

第三セクターである株式会社スポーツクラブ天童は、財政健全化法による地方自

治体の将来負担比率算定（平成２０年度決算）においてＣランクに該当しました。 
市は、平成２１年に株式会社スポーツクラブ天童経営検討委員会で抜本的な経営

改善策の実施や会社の存廃を含めた経営の見直しを行った結果、株式会社スポーツ

クラブ天童から赤字部門を切り離し、経営改革を行って業務を継続すべきとの報告

を受けました。 
この報告に基づき、改革プランを早期に策定し、経営改善策の実施に取り組みま

す。 

施 策 の 展 開 
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基本施策 具体的施策 実施年度 

１ 組織体制の見直しと定員管理の適正化 

(1) 下水道課と水道事業所の統合 平成２４年度 

(2) 市民部の分割による健康福祉部の新設 平成２３年度 

(3) 産業立地室の設置 平成２３年度 

(4) 学校技能士の配置の見直し  平成２３・２４年度 

 

(5) 監査機能の充実 平成２３・２４年度 

２ 事務事業の見直し 

(1) 児童館機能等の見直し 平成２３・２４年度 
 

(2) 投票所配置の見直し 平成２４年度 

分権型社会に対

応する行政運営

の推進 

３ 人事評価システムの導入 平成２３年度 

民間委託の推進 保育園・児童館への民間活力の導入 平成２３・２４年度 

１ 使用料及び利用料の見直し方針の策定及び

調整 
平成２３・２４年度 

持続可能な財政

基盤の確立 
２ 補助金の在り方に関する基本方針の運用 平成２３・２４年度 

１ 下水道事業への地方公営企業法の適用 平成２４年度 
地方公営企業の

経営健全化 
２ 天童市民病院改革プランの推進 平成２３・２４年度 

１ 財団法人天童市牧野公社の解散 平成２３年度 
第３セクターの

経営改革 
２ 株式会社スポーツクラブ天童の経営改革 平成２３・２４年度 

後期実施期間（平成 23～24年度）の具体的施策 
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第５章 第六次天童市総合計画の実現 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１節 第六次天童市総合計画のまちづくりの目標 

 
 第六次天童市総合計画（以下「総合計画」という。）の基本構想の施策では、次の５

つのまちづくりの目標を掲げています。なお、具体的な施策については、総合計画の

基本構想や基本計画で定めます。 
 
 １ 安心して健やかに暮らせるまちづくり 

 

 ２ 魅力と活力ある産業のまちづくり 

 

 ３ 緑ある住みよい環境のまちづくり 

 

 ４ 生き生きとした人をはぐくむまちづくり 

 

 ５ 健全な行財政運営と協働のまちづくり 

 
この大綱の推進により、事務・事業と行政組織の最適化を図ったうえ、無駄を省い

て削減した行政運営コストについては、第１節に掲げる総合計画の基本構想のまちづ

くりの目標を実現するための経費に充当します。 
また、この大綱に掲げる取組みについては、不断に行政改革に取り組み体制を刷新

するために、短期的な視点において新たな具体的施策をもって見直しを行い、第六次

天童市総合計画に掲げる施策の実現を図っていきます。 

第２節 第六次天童市総合計画の実現に向けて 
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行財政改革大綱 

 

○基本施策 

５項目 
 

○具体的施策 

１５項目 

 

進行管理と 

市民意見の反映 
 

○天童市行財政改革 

推進本部 

○パブリック・コメント 

○市民懇話会 

大綱の目標達成 

○総合計画の実現と 

市民サービス向上 
 

○行政コスト削減 
 

○行政組織と事務 

事業の最適化 

 

第六次天童市総合計画の実現に向けた 

行財政改革の取組 

行財政改革のサイクル 
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１ 昭和５２年の事務事業の見直し 

オイルショック後の行政事務事業の肥大化に対応するために、３人の専従体制を敷

いて、全庁的な行政事務事業の総点検を行った。 

  （点検事務事業数：総数３６８件） 

 

２ 昭和６０年８月の行政改革大綱 

「地方公共団体における行政改革推進の方針の策定について」を受けて策定。次の

項目によりその推進を図った。 

(1) 事務事業の見直し（７項目） 

     主管課長の専決区分の拡大、補助金の見直し、議会定例会の説明員出席範囲、外

郭団体の事務局の移管、受益者負担の適正化、市有地の利用、税業務の口座振替制

度の実施 

(2) 組織機構の簡素合理化（５項目） 

企画広報課事務改善係から電子計算係、農委農業振興係の業務の一部を農林課農

政係へ、駅前土地区画整理事務所を都市計画課に統合、社会教育課の業務を行政と

機関に整理、社会体育センターの管理委託と体育保健課の新設 

(3) 給与の適正化 

(4) 定員管理の適正化 

(5) 民間委託、ＯＡ等事務改革の推進 

ア 民間委託（３事業） 

工事等の設計積算、建設物の移転補償費積算、電話交換及びタイプ業務の極力

委託、 

イ ＯＡ化（７事業） 

電子計算機の単独導入、住民情報及び水道業務のオンライン化、会計業務の

電算化とオンライン化・図書館業務の電算化、土木積算業務の電算化、台帳等

のマイクロフイルム化、ワープロの導入 

(6) 会館等公共施設の設置及び管理運営の合理化 

 ア 既存施設の管理委託（７施設） 

農業センター、社会体育センター、農業者トレーニングセンター、勤労青少年

ホーム、舞鶴文化会館、天童公園等、旧東村山郡役所 

  イ 新設施設の委託 

(7) 地方議会の合理化定員（３０名から２６名に） 

 
資料１ 天童市の行財政改革の沿革 
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３ 平成８年３月の行政改革大綱（実施期間：H８～H12の５か年） 

(1) 事務事業の見直し（１０項目） 

     補助金の見直し、受益者負担の適正化、民間委託の推進、押印等の省略、申請書

等様式の統一・簡素化、専決区分の拡大、団体事務局の移管、審議会等の見直し、

行政手続条例の制定、事務運営等の見直し 

(2) 時代に即応した組織・機構の見直し（２事業） 

組織・機構の見直し、部課等の分掌事務の見直し  

(3) 定員管理及び給与の適正化 

(4) 効果的な行政運営と職員の能力開発等の推進 

職員研修の充実 

(5) 行政の情報化の推進等による行政サービスの向上 

(6) 会館等公共施設の設置及び管理運営 

(7) 地方議会について 

 

４ 平成１３年２月の行財政改革大綱（実施期間：H13～H15の３か年） 

(1) 簡素で効率的な市政を目指します。（６項目） 

     事務事業の見直し、民間活力の活用、公共施設の有効活用、財政の健全化、定員

管理及び給与の適正化、組織・機構の再編 

(2) 開かれたわかりやすい市政を目指します。（２項目） 

市政の透明性の確保、行政評価の導入 

(3) 市民と一体となった市政を目指します。（２項目） 

市民と行政の役割分担の明確化、市民との新たな協働関係の構築 

(4) 市民サービスと職員の資質の向上を目指します。（２項目） 

市民サービスの向上の取組み、職員の能力開発と意識改革 

 

５ 平成１８年２月の行財政改革大綱－集中改革プラン 

（実施期間：H17～H21の５か年） 

 中長期的な展望に立って、行財政運営の一層の健全化に取り組み、分権型行政を確

立し、かつ、自立した自治体として持続可能な発展を遂げるために「自立できる財政

運営の確立」、「組織と定員の適正管理」、「市民・団体・企業との協働の推進」という

３つの基本方針を定め、５か年という実施期間において行財政改革を推進するための

施策の実現を図った。 

 (1) 具体的施策の取組状況 
   平成１７年度から平成２１年度までの５箇年の実施期間における項目ごとの取組

状況は下表のとおり。 
全体の項目数９６の内、７９項目が完了又は実施済。それ以外の項目については、
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総合的に検討した結果実施を見送った項目が８項目、第六次天童市行財政改革大綱

に位置付けて、継続して推進を図る項目が９項目。 

      取組状況 
項  目 

完了又は 
実施済 

検討の結果 
実施困難 

六次大綱

に引継ぎ 
合 
計 

１ 財政の健全化 １４  ２  １ １７ 

２ 地方公営企業の経営健

全化 
 ２    ２ 

３ 事務事業の再編・整

理・廃止等 
２４  ２  ２６ 

４ 民間委託の推進  ５  １  １  ７ 
５ 組織機構の見直し  ９  １  ３ １３ 

６ 定員管理の適正化  ４   １  ５ 

７ 給与等の適正化  ５  １   ６ 

８ 職員の能力開発と人材

の活用 
   １  １ 

９ 公社・第三セクターの

見直し 
 ４   １  ５ 

１０ 電子自治体の推進  ７    ７ 

１１ 公正の確保と透明性

の向上 
 ２   １  ３ 

１２ 広域行政の連携強化  １    １ 

１３ 市民団体企業との協

働の推進 
 ２  １   ３ 

合  計 ７９  ８  ９ ９６ 

(2) 実施期間中の財政効果達成額 

区   分 達成額 累計額 達成率 

平成１７年度財政効果達成額 201,717千円 201,717千円 10.6% 

平成１８年度財政効果達成額 638,358千円 840,075千円 44.2% 

平成１９年度財政効果達成額 424,824千円 1,264,899千円 66.5% 

平成２０年度財政効果達成額 632,944千円 1,897,843千円 99.8％ 

平成２１年度財政効果達成額 399,810千円 2,297,653千円 120.8% 

集中改革プラン・５年間の財政効果試算額 
（期中修正後） 

1,902,099千円  
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 （平成２３年２月１６日開催）  

氏   名 所属等 

   加藤 由紀子 特定非営利活動法人ふれあい天童 

佐藤 辰也 公募委員（継続） 

佐藤 泰子 天童市婦人団体連絡協議会 

武田  仁 天童市認定農業者協議会 

沼澤 英雄 公募委員（新規） 

林  浩二 天童商工会議所青年部 

村山 秋一 山口地域づくり委員会 

山口 賢一 不動産鑑定士 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 資料２ 天童市行財政改革市民懇話会委員 
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第六次天童市行財政改革大綱（後期計画） 
 

     天童市行財政改革推進本部 
     〒994-8510 

 山形県天童市老野森一丁目１番１号 
      （天童市総務部総務課） 
  電 話 023-654-1111（内線 312） 
  ＦＡＸ023-653-0704 
 E-mail:soumu@city.tendo.yamagata.jp 
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